
国際日本文化研究センタープロジェクト研究員 

の基本給の額について 

 

                    （平成２８年４月２１日所長裁定） 

 

１．プロジェクト研究員の基本給の額は、次の表に掲げる金額のいずれかとする。ただし、

この表によりがたい特別な事情がある場合は、同表の金額と異なる額に決定することが

できるものとする。 

 

日給制職員単価 時間給制職員単価 区   分 

１３,０００円 １,２００円 
大学卒業の者（又は高校卒業後、民間等で４年

以上の職務経験を有する者） 

１５,７００円 １,４００円 
修士の学位を取得した者（又は大学卒業後、民

間等で２年以上の職務経験を有する者） 

１７,４００円 １,６００円 
博士の学位を取得した者（又は当該業務に直接

役立つと認められる特殊な資格を有する者） 

 

２．平成２８年４月１日から実施する。 

 

  


